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油脂類等の交換作業に伴う適正な料金請求の指導について 
 

標記について、関東運輸局山梨運輸支局より通達がありましたのでお知らせ致します。 
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油脂類等の交換作業に伴う適正な料金請求について 

 

 本年５月上旬、宮城県内の整備事業者においてオイル交換をした顧客からの情報により、

実際のエンジンオイル交換量より過剰（0.5 リットル～1.0 リットル）に料金を請求していた

事例があったことが判明しました。 

 このようなことは、自動車の適切な保守管理に不可欠な自動車の整備に対する自動車ユー

ザーの理解と信頼の低下を招きかねない問題です。 

 よって、エンジンオイル等の油脂類、冷却液、フロン等の交換・補充量に応じ料金請求を

行うものについては、適正に行うよう貴会傘下会員に周知徹底方よろしくお願い致します。 

 

「車検拒否制度に関する各自動車整備振興会から国土交通省への 

質問・意見・要望等について（要旨）」 

 

駐車違反金未納車両の車検拒否制度の法制化に関する経過報告につきましては、先月の会

報でお知らせ致しましたが、今回は標記Ｑ＆Ａについて情報提供致します。 

本制度においては、放置駐車違反をした自動車の使用者が、公安委員会より違反金納付の

督促を受けた後、当該自動車の車検整備を整備事業者に依頼した場合、車検整備実施後、自

動車または保安基準適合証を支局等に持込んだ際に、整備事業者に車検拒否が通知されるこ

とになります。 

 

（１）車検拒否制度導入に関して 

〔質問①〕 

駐車違反金未納車両の車検拒否問題は整備業界にとって大変な問題であり、道路運送車

両法とは関係のないものを車検とリンクさせることは、整備事業者の新たな負担となる。

本制度を承諾した理由等をご教示願えないか。 

 

 【違法駐車対策は、道路交通の安全と円滑化を図るために重要な施策であり、国土交通省

としても、悪質な法令違反者排除の観点から、取締りの強化が行われることとなる今回

の道路交通法改正に際し、放置違反金未納者については継続検査等において自動車検査

証の更新返付をしないこととし、本制度への協力を行うこととしております。 

  なお、本施策の円滑な施行に当たっては、ユーザーに変わって検査手続きを行う整備事

業者にご協力をいただく場合がありますが、整備事業者にとって過大な負担とならない

よう十分配慮する必要があると考えており、自動車ユーザーへの広報活動等について関

係機関と協議を続けております。】 

 

（２）事前照会システム構築及び運用等について 

 



   

 

〔質問①〕 

  運輸支局等で駐車違反金未納情報を簡便に知りえるシステムを構築できないか。 

 

 【事前照会システムについては、日整連からの要望を踏まえ、関係機関と協議を行った結

果、以下の３つのシステムを構築することとしています。 

１）警察署における照会 

２）ＦＡＸを利用した照会 

３）インターネットを利用した照会 

  なお、システムの概要については、詳細が分かり次第、追ってお知らせいたします。】 
 
〔質問②〕 

  警察庁から通知された車検拒否車両の情報を個人情報に該当しない範囲で、該当支局の

ものだけでも支局窓口、支局ＨＰに掲載できないか。掲載事項は整備事業者が該当車両

の可能性があるかどうかを判断できる範囲とし、該当する可能性がある場合には、車検

関係書類を提示することで該当の有無を窓口等で回答するようにして頂けないか。 

 

 【行政機関の保有する個人情報保護法によれば、放置違反金未納者に関しては、登録番号

等の車両情報のみであっても個人情報に該当することとなるころから、運輸支局の窓口、

ＨＰでの照会は困難と考えております。】 

 

〔質問③〕 

  同意書を兼ねたＯＣＲシートが作成できないか。 

 

 【ＯＣＲシートは車検手続きに使用することを目的としており、当該手続きに直接係わり

のない事前照会に関する事項についての作成は困難と考えております。】 

 

（３）駐車違反金等の支払に関して 

〔質問①〕 

  整備事業者が駐車違反金未納ユーザーと知らずに継続検査の更新に支局窓口へ行って更

新ができなかった場合、自動車税あるいはリサイクル料金と同様に近隣の関係団体等に

払い込み窓口を開設し、ユーザーに代わり整備事業者が一時的に違反金の立替払いがで

きるようにならないか。 

 

 【放置違反金の納付方法に関しては、整備事業者が使用者の放置違反金の納付手続きを代

行しても差し支えありません。なお、納付手続きは、各地方公安委員会が定めることと

なっているため、各都道府県指定金融機関、指定代理金融機関または収納代理機関で納

付を受け付けることとなります。】 

 

（４）公安委員会から国土交通省への情報通知に関して 

〔質問①〕 

  駐車違反金を検査直前に振り込んだ場合、更新手続きの際の確認方法としては、振込済

納付書の本通が必要なのか、コピーでよいのか。また、ＦＡＸでもよいのか、ＦＡＸで

可の場合はどこにＦＡＸすればよいのか。 

 

 【放置違反金の納付確認については、本通により確認することとしております。】 

 

〔質問②〕 

  国土交通省では、検査更新時での違反金の滞納情報等についてどう確認して、どう対処

するのか。 

１ 



 

 【滞納情報のある車両は、車検証の更新時に電算情報処理システム上でエラーとなるよう、

システムの変更を予定しております。】 

 

〔質問③〕 

  駐車違反金未納情報等の更新はリアルタイムで更新されるのか。 

 

 【放置違反金未納に係る警察庁から国交省への情報更新はリアルタイムではなく、２４時

間毎に送信され更新される予定です。】 

 

（５）保安基準適合証関係及び検査合格後に未納が判明した場合等について 

〔質問①〕 

  保安基準適合証（標章）を交付後、支局窓口にて違反金未納自動車である事が判明した

場合、国土交通省ではどう対処するのか。（１５日の有効期間が切れた時等）従来どおり

であれば、整備事業者の負担が大きくなるのではないか。 

 

 【保安基準適合証等の有効期間について、今回の制度導入による特段の対応を取ることは

考えておりません。】 

 

〔質問②〕 

  第１回目の適合証交付後、駐車違反金未納自動車であることを確認した後、１５日間を

経過したため、違反金を納付していないにもかかわらず、再度指定整備を実施し、適合

証を交付する行為は車両法違反とならないのか。 

 

 【保安基準適合証等の交付後において、有効期限切れにより、再度、点検整備を実施し保

安基準適合証等を交付することは車両法上違反にはなりません。】 

 

〔質問③〕 

  運輸支局等が確認した際に駐車違反金未納であった場合、検査証は返付されないことと

なるが、指定工場においては、完成検査を行ってから１５日以内に更新しなければ再度

最初からやり直すこととなる。また、認証工場においては国の検査コースを通過後１週

間以内に更新しなければ再度手数料が必要となります。その際に費用支払いについてト

ラブルが生じることが予想されることから、日数に余裕がない場合は特別の処置を考え

て頂けないか。 

 

【費用支払いに関するトラブルが発生することをもって、特別の措置を設けることは困難

と考えております。】 

 

（６）登録事項の変更等について 

〔質問①〕 

  使用者が駐車違反金督促を受け滞納している場合、継続検査以外の手続き（名義変更、

抹消等）は可能か。 

 

 【放置違反金を滞納している場合でも、名義変更、抹消に関する手続きは可能です。】 

 

〔質問②〕 

  駐車違反時の使用者が既に名義変更されていた場合、新使用者は車検を拒否されないの

か。また、拒否されないとしたら抜け道にならないか。 

 

２ 



   

 

 【使用者の名義が変更された場合、新たに使用者となった者が変更前の使用者の滞納を理

由として車検証の更新が拒否されることはありません。】 

 

〔質問③〕 

  本制度では、駐車違反金未納自動車が車検拒否の対象になるが、移転等で登録番号が変

更された場合でも、未納か否かの確認は速やかにできるのか。 

 

 【使用者の変更が行われた場合には滞納情報が解除されますが、住所変更や番号変更等の

使用者変更を伴わない変更では滞納情報は解除されません。また、住所変更等の情報が

国交省から警察庁へ送信されるのは１日程度後になると考えております。】 

 

（７）ユーザーとのトラブル対応について 

〔質問①〕 

  運輸支局等の窓口で生じる可能性があるトラブル、または車検の流れ、手続きにおける

影響について、国土交通省として何か想定しているのか。 

 

 【放置違反金未納による窓口でのトラブルがないよう、ユーザーへの広報活動等に努める

こととしています。】 

 

〔質問②〕 

  継続検査等の有効期間更新手続の確認時において、違反金が未納の場合でトラブル回避

の為に何か具体的な対策を考えているか。教示願いたい。（例えば 警察本部へ直接支局

より、問い合わせし納付済であれば、更新の手続きをとって頂けないか。） 

 

 【システム上未納と判断された場合であっても、納付書等により納付の確認ができる場合

は、更新手続きを行うこととしています。】 

 

〔質問③〕 

  駐車違反金未納者が継続検査等の直前に違反金を納付し、違反金を納付したことを証す

る書面を整備事業者に渡さなかったため、検査証の返付ができなかった場合は、トラブ

ルが生じることが予測されます。そこで書面の提示が無くても、自動車使用者等から違

反金が納付済みである申し入れがあれば例外として支局等において該当機関に問い合わ

せた上、検査証の返付ができるようにして頂けないか。 

 

 【道交法の規定により「書面の提示」が必要ですので、ご指摘のような代替措置は困難と

考えます。】 

 

（８）その他 

〔質問①〕 

受検の時に違反金が未納の場合、どの段階で判断し、受検拒否を告知するのか。（口頭で

行うのか、文書で渡すのか）また、受検者等に違反金未納の事実を告知する場合、受検

拒否の真実のみを伝えるのか、いつ、どこで違反したか等具体的な内容を伝えるのか。 

 

【滞納がある場合には、車検証の交付・返付の段階で拒否することとなります。また、告

知の方法については現在検討中ですが、違反内容の具体的な情報は提供しない予定で

す。】 

 

〔質問②〕 

整備事業者向け対応マニュアルを作成して頂けないか。 

３ 



【現在のところ対応マニュアル作成の予定はありません。】 

 

〔質問③〕 

運輸支局・軽検査協会より車検前（１ヶ月以上前）にユーザーに対して、駐車違反金未

納の場合車検が受けられなくなる旨通知して頂けないか。 

 

【放置違反金未納者に対しては警察から、納付命令、弁明通知書、督促、催促の通知がさ

れるとともに本制度の広報活動もポスター等により実施されることから当省からの事前

通知は不要と考えています。】 

 

〔質問④〕 

車検拒否理由について整備事業者がユーザーに説明する義務はないのでは。車検を拒否

する国土交通省がユーザーに説明する義務があるのではないか。 

 

【国が自動車検査証の交付を行わない場合、国は使用者に対してその理由を教示すること

は行政手続法上必要なことから、使用者の申請代理人である整備事業者に教示すること

も可能と考えております。】 

 

〔質問⑤〕 

車検更新の際、駐車違反金未納自動車に該当した場合、自動車使用者宛てに有効期間が

更新できない旨の明確な文書を支局等において作成してもらえないか。 

 

【車検証の返付を行わない場合、違法駐車に関する車検制度との係わりを記載した書面を

受検者に対して配布することを検討中です。】 

 

〔質問⑥〕 

整備事業者自身が駐車違反をして、その違反金が納付していない状況で、ユーザーの車

検業務を行うことや、指定整備事業者が適合証を発行する行為等について問題ないのか。 

 

【問題ありません。】 

 

自動車に備える灯火の数、取付要件が改正されました 
 

自動車検査法人は、国土交通省が平成１７年１１月９日に灯火の数、取付要件等について

細目告示の一部を改正したため、審査事務規程の一部改正を行い、平成１７年１１月９日か

ら施行しました。 

主な改正の概要は、次のとおりです。 

◇ 灯火の数及び取付要件に係る基準の改正 

① 長さ６メートルを超える乗合自動車と貨物自動車の後退灯の数について、従来の「２個

以下」の要件を「２個、３個又は４個」に改正した。 

（審査事務規程 4-78-3、4-78-10-3、4-78-11-3、5-78-3） 

② 前部霧灯、車幅灯、前部上側端灯、前部反射器、側方灯、側方反射器、尾灯、後部霧灯、

駐車灯、後部上側端灯、後部反射器、制動灯、補助制動灯及び方向指示器について、自動

車の構造上、視認角度の要件に適合するように取り付けられない場合の取り付け方法につ

いて規定した。 

（審査事務規程 4-61-3、4-63-3、4-64-3、4-65-3、4-66-3、4-67-3、4-69-3、4-70-3、4-71-3、 

4-72-3、4-73-3、4-76-3、4-77-3、4-79-3、5-61-3、5-63-3、5-64-3、5-65-3、 

5-66-3、5-67-3、5-69-3、5-70-3、5-71-3、5-72-3、5-73-3、5-76-3、5-77-3、

5-79-3） 

４ 



   

 

③ 細目告示別添の技術基準が改正され、灯火等の光源は、特殊な工具等を使用することな

く交換できなければならないとされたことに伴い、当該基準の適用時期を規定した。 

 （審査事務規程 4-105） 

④ 色度の変化する灯火は、光度が増減する灯火として取り扱うことを規定した。 

（審査事務規程 4-82-1、5-82-1） 

なお、審査事務規程の全文等は、検査法人のホームページ 

（http://www.navi.go.jp/）に掲載されていますのでご参考下さい。 

 

第１回経営研修会が開催されました 
 
第１回経営研修会が下記により開催され、その概要は次のとおりです。 

 

日  時   平成１７年１１月２５日（金） １９：００～ 

場  所   振興会 大講堂 

出 席 者   ２５名 

研修内容 

  Ⅰ．働くとは 

   １．あなたは、何の為に、そして誰の為に働いているのですか？ 

◆働くとは、人類の義務である ◆働くことの意義と目的 

◆誰のために働いているのか   ◆職人と技術者の違い 

   ２．あなたの給与や賞与は、誰が払ってくれているのですか。 

   ３．労働の質を高くする働き方 

     ◆労働とは          ◆知識とは 

   ４．人間の欲求は（段階的内容） 

  Ⅱ．これからの経営者に求められるもの 

   １．インフレとデフレについて 

     ◆「内外価格差の是正運動」としてのデフレ 

   ２．業界の動向（これからの方向）を知る 

    

受講者の皆様方、大変ご苦労さまでした。第１回の経営研修会が皆様の実りあるものにな

ればと思っています。残り４回の研修会におかれましても引き続きよろしくお願いします。 
 

点検整備推進イベント実施結果 

 

南アルプス北支部並びに大月支部では、「地元開催のイベントに積極的に参加するこ

とにより、地域の皆様に広くＡＭＳの整備工場を周知するとともに、振興会傘下の整

備事業者が自動車ユーザーとのコミュニケーションを深め、自動車ユ－ザ－に自動車

の基本構造及び点検・整備についての知識と理解を広める」ことを目的とし地域開催

のイベントに参加しました。 

 

第３回商工会まつり＆心あったか祭り２００５ 
                                       （南アルプス北支部） 

日  時  平成１７年１１月３日（木） ９：００～ 

場  所  南アルプス市白根桃源文化会館 

参 加 者  関東運輸局、山梨運輸支局、整備振興会、南アルプス北支部 

実施内容  ・「自動車点検整備推進デー」として、関東運輸局縫島専門官をはじめ、

山梨運輸支局井出支局長、吉田整備課長、佐野専門官、村松専門官も参

加し、点検整備推進イベントを実施 

５ 



・南アルプス北支部会員の皆様が自動車点検コーナーを設置し、来場された方の

自動車を無料点検 

・てんけんくんとせいびちゃんと共に来場されたユーザーにチラシやパンフレッ

トを配布し、点検・整備の必要性や保守管理の大切さをＰＲ 

・カットモデルの展示 

・定期点検意識調査アンケート 

・ＡＭＳの整備工場の周知、自動車ユーザーとのコミュニケーション 

平成１７年１１月１０日（木） 

日刊自動車掲載記事 

 
 

  
てんけんくんとせいびちゃん     振興会南アルプス北支部ブースの風景 

  
     無料自動車簡易点検           無料自動車簡易点検 
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第１回ふるさと産業まつり 
（大月支部） 

日  時  平成１７年１１月１３日（日）９：００～ 

場  所  大月市 旧興和コンクリート跡地（東京電力となり） 

参 加 者   大月支部、整備振興会 

実施内容 ・無料マイカー点検教室（先着５０名様に粗品プレゼント） 

・飴のつかみ取りコーナーの設置（子供向け） 

・定期点検意識調査アンケート並びに特定財源見直しへの緊急対応署名活動 

・てんけんくんの着ぐるみによる点検整備推進ＰＲ（チラシ、パンフレット等の

配布） 

・ＡＭＳの整備工場の周知、自動車ユーザーとのコミュニケーション 

・パネル等の展示 

 
平成１７年１１月１４日（月）山梨日日新聞掲載記事 

 

  
マイカー点検教室風景          整備振興会大月支部ブースの風景 
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飴のつかみ取り             てんけんくんによるＰＲ 

 

県民の日（技能まつり）・軽自動車まつり 
 

「自動車ユ－ザ－の自動車に対する自主的な保守管理意識の高揚を図り、自動車の

適切な点検・整備の実施促進を通じて自動車の事故防止並びに地球環境保全等に資す

るため、自動車ユ－ザ－とのコミュニケーションを深め、自動車ユ－ザ－に自動車の

基本構造及び点検・整備についての知識と理解を広める」ことを目的として標記イベ

ントに参加しました。 

 

県民の日（技能まつり） 

 

日  時  平成１７年１１月１３日（日） ９：３０～ 

場  所  小瀬スポーツ公園 

参 加 者    整備振興会 

実施内容 ・チラシ、パンフレット等による点検整備推進ＰＲ（着ぐるみせいびちゃん） 

・エンジン・シャシカットモデルの展示 

・特定財源見直しへの緊急対応署名活動 

・コーヒー販売、商品販売 

・ＡＭＳの整備工場の周知、自動車ユーザーとのコミュニケーション 

  
会場風景             注目のまと☆せいびちゃん☆ 

 

山梨県軽自動車まつり 

 

日  時  平成１７年１１月１９日（土）～２０日（日） １０：００～ 

場  所  アイメッセ山梨 

参 加 者    整備振興会、ＡＭＳ山梨青年部 
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実施内容 ・日常点検の実施方法等を主体とした「無料点検コーナー」 

（ＡＭＳ山梨青年部） 

     ・エアアバッグの展開実演 ４回                （ＡＭＳ山梨青年部） 

      ・チラシ・パンフレットの配布 

      ・展示パネルによる点検整備の推進 

      ・てんけんくんクイズ  ・てんけんくんぬりえ  

・特定財源見直しへの緊急対応署名活動 

      ・バルーンアート  ・ポップコーンの無料配布等  

 

  
子供に囲まれるてんけんくんとせいびちゃん     無料点検コーナー 

  
エアバック展開！！           ポップコーン無料配布 

 

点検整備推進イベント実施結果について 

 

南アルプス北支部並びに大月支部では、「地元開催のイベントに積極的に参加することによ

り、地域の皆様に広くＡＭＳの整備工場を周知するとともに、振興会傘下の整備事業者が自

動車ユーザーとのコミュニケーションを深め、自動車ユ－ザ－に自動車の基本構造及び点

検・整備についての知識と理解を広める」ことを目的とし地域開催のイベントに参加しまし

た。 

 

第３回商工会まつり＆心あったか祭り２００５ 
                                       （南アルプス北支部） 

日  時  平成１７年１１月３日（木） ９：００～ 

場  所  南アルプス市白根桃源文化会館 

参 加 者  関東運輸局、山梨運輸支局、整備振興会、南アルプス北支部 

実施内容  ・「自動車点検整備推進デー」として、関東運輸局縫島専門官をはじめ、山梨運

輸支局井出支局長、吉田整備課長、佐野専門官、村松専門官も参加し、点検

整備推進イベントを実施 
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・南アルプス北支部会員の皆様が自動車点検コーナーを設置し、来場された方

の自動車を無料点検 

・てんけんくんとせいびちゃんと共に来場されたユーザーにチラシやパンフレ

ットを配布し、点検・整備の必要性や保守管理の大切さをＰＲ 

・カットモデルの展示 

・定期点検意識調査アンケート 

・ＡＭＳの整備工場の周知、自動車ユーザーとのコミュニケーション 

 

第１回ふるさと産業まつり 
（大月支部） 

日  時  平成１７年１１月１３日（日）９：００～ 

場  所  大月市 旧興和コンクリート跡地（東京電力隣） 

参 加 者  大月支部、整備振興会 

実施内容   ・無料マイカー点検教室（先着５０名様に粗品プレゼント） 

・飴のつかみ取りコーナーの設置（子供向け） 

・定期点検意識調査アンケート並びに道路維持特定財源見直しへの緊急対応署

名活動 

・てんけんくんの着ぐるみによる点検整備推進ＰＲ（チラシ、パンフレット等

の配布） 

・ＡＭＳの整備工場の周知、自動車ユーザーとのコミュニケーション 

・パネル等の展示 

 

県民の日（技能まつり）・軽自動車まつり 
 

「自動車ユ－ザ－の自動車に対する自主的な保守管理意識の高揚を図り、自動車の適切な

点検・整備の実施促進を通じて自動車の事故防止並びに地球環境保全等に資するため、自動

車ユ－ザ－とのコミュニケーションを深め、自動車ユ－ザ－に自動車の基本構造及び点検・

整備についての知識と理解を広める」ことを目的として標記イベントに参加しました。 

 

県民の日（技能まつり） 

 

日  時  平成１７年１１月１３日（日） ９：３０～ 

場  所  小瀬スポーツ公園 

参 加 者    整備振興会 

実施内容  ・チラシ、パンフレット等による点検整備推進ＰＲ（着ぐるみせいびちゃん） 

・エンジン・シャシカットモデルの展示 

・特定財源見直しへの緊急対応署名活動 

・コーヒー販売、商品販売 

・ＡＭＳの整備工場の周知、自動車ユーザーとのコミュニケーション 

  

山梨県軽自動車まつり 

 

日  時  平成１７年１１月１９日（土）～２０日（日） １０：００～ 

場  所  アイメッセ山梨 

参 加 者    整備振興会、ＡＭＳ山梨青年部 

実施内容  ・日常点検の実施方法等を主体とした「無料点検コーナー」（ＡＭＳ山梨青年部） 

     ・エアアバッグの展開実演 ４回（ＡＭＳ山梨青年部） 

      ・チラシ・パンフレットの配布 
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      ・展示パネルによる点検整備の推進 

・てんけんくんクイズ  

・てんけんくんぬりえ  

・特定財源見直しへの緊急対応署名活動 

      ・バルーンアート 

   ・ポップコーンの無料配布等  

 

指定協企画委員会が開催されました 
 
指定協企画委員会が下記により開催され、その概要は次のとおりです。 

 

日   時  平成１７年１１月２１日（月） １５：００～ 

場   所  振興会会議室 

出 席 者  水野委員長          

   羽中田委員   小澤委員    相馬委員 

   佐藤委員    伊藤委員     南 委員  

   村松委員    雨宮委員    大村委員   

     細田委員    渡辺委員    榎原委員    

 

会議事項 

1.各専門部会等の検討事項と組織構成について  

2.企画委員会検討事項の審議 

3.その他 
 

街頭検査結果について 
 

定期点検整備の促進と不正改造車排除を図るため、標記街頭検査が実施されました。 

なお、検査結果は次のとおりです。 
 

 日 時 実施場所 参加者 摘 要 

総点検台数   59 台 運輸支局    6 名 鰍沢警察署 11 月 17 日 鰍

沢

警

察

署 

違反車両数   10 台 振興会       2 名 構内 13:30～ 

内整備命令     7 台 南巨摩北支部   6 名  16:00 

口頭警告      3 台    

車検切れ      0 台 

 
平成１７年度整備主任者（技術）研修が開催されます 

 

平成１７年度整備主任者（技術）研修を開催しています。 

該当日時等は、郵送にて各事業場へ通知していますので必ず受講されますようお願いしま

す。 

すでに該当支部において研修が終了している未受講の事業所は、下記日程のいずれかに受

講されますようお願い致します。 

１．研 修対象者  各事業場で選任されている整備主任者 

          （１事業場１名以上） 

２．研 修 場 所  振興会研修センター 

３．研修担当講師  各ディ－ラ－技術担当者 

４．研 修 内 容 （学科）①新機構、新装置の解説 
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             ②作業環境汚染の防止等について 

（実習）①電気配線図を活用する診断技術 

             ②ハイブリットシステム 

５．研 修 証 明  研修修了の証明を行いますので、自動車整備士技能者手帳を必ず持参

して下さい。 

６．受 講 料  ６,５００円（学科編、実習編テキスト代を含む） 

７．研 修 時 間  受付 ９：００～ ９：３０ 

          研修 ９：３０～１６：００ 

８．研 修 日 程 

月   日 該 当 支 部 

１７年１２月１５日（木） 峡 北・塩 山 

１８年 １月１９日（木） 日下部・南巨摩南 

    ２月 ２日（木） 韮  崎・上野原 

    ２月 ９日（木） 南ｱﾙﾌﾟｽ南・東 八 

    ２月１６日（木） 支部外 

 

平成１７年度第２回自動車検査員教習が実施されます 
 

 自動車検査員資格を取得するための教習が実施されますのでお知らせします。 

 

１．受付期間 平成１７年１２月５日(月)～１２月９日(金) 

２．教習日程 平成１８年２月初旬予定 

３．試 問 日 平成１８年２月１４日(火)予定 

４．教習を受けられる資格 

   整備主任者に選任され、且つ、教習開始日の前日までに１年以上の実務経験を有する

者であって、直近の整備主任者研修(法令)を受講していることと、次の各号に該当する

者。 

  ①指定工場の事業場に従事している者 

  ②指定整備事業の指定を受けようとしている事業場に従事している者 

  ③上記の内②に勤務を予定している者 

５．教習会場 整備振興会内 

６．申込方法 教習受講申請書等は、教育課窓口に用意します。 

 

平成１７年度第２回自動車整備士技能登録試験が実施されます 
 

 標記試験が次のとおり実施されますので振興会、教育課にお申込下さい。 

登録試験申請用紙は教育課に用意してあります。 

 

１．実施種目  １級小型自動車 

        ２級ガソリン自動車   ２級ジーゼル自動車 

        ３級自動車シャシ     ３級自動車ガソリン・エンジン 

３級自動車ジーゼル・エンジン 

３級二輪自動車 

自動車電気装置  自動車車体  ２級シャシ自動車 

２．申込期間  平成１８年１月２３日（月）～１月２７日（金） 

３．試 験 日  平成１８年３月２６日（日） 

４．試験会場  振興会研修センター 

５．受験資格  １級受験者は２級合格後３年以上の実務経験者 

        ２級受験者は３級合格後３年以上の実務経験者 
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        ３級受験者は１年以上の整備作業実務経験者 

        注）実務経験の短縮 

         ２級 大学機械科卒業者    １．５年 

            高校機械科卒業者    ２．０年 

         ３級 大学・高校機械科卒業者 ０．５年 

６．申込時に持参するもの                                   

①登録試験申請書（教育課窓口にあります） 

②受験手数料２,５００円 １級は４,２００円（通信、用紙代含む） 

        ③１級受験者は２級の合格証、２級受験者は３級の合格証 

        ④写真１枚（縦６㎝×横４.５㎝） 

        ⑤印鑑 

７．その他   ご不明な点は教育課までご連絡下さい。 

         ℡ ０５５－２６２－４４２２ 

 

第１５回全日本自動車整備技能競技大会が開催されました 

 
標記競技大会が、整備事業の公共性と業界の教育訓練、技能錬磨の姿勢を広く社会に示し、

業界の健全な発展と、自動車の安全確保及び環境保全に寄与すること等を目的に、国土交通

省、関係当局、関係団体、各自動車メーカー等の後援、協賛並びに協力を得て、１１月１２

日（土）東京国際展示場ビックサイトにおいて開催されました。 

本県代表の、細田浩一選手〔（株）セントラルモーターズ〕、柳原一之選手〔（有）ツルオー

トサービス〕は出場５２チームの全国の精鋭に混じって、日頃培った実力を思う存分発揮さ

れ、正々堂々と競技しました。 

 この競技大会を通じ、整備士相互の連帯交流を強める一方、車の安全確保、公害防止、環

境の保全に取り組むことの重要性を各選手とも再認識され、当初の目的は十分達成されたも
のと思います。 

なお、全国大会上位入賞チームは次のとおりです 

１．全国総合賞 平均点 743.1   （1000点満点）                  

 
順 位 振興会名 得 点 

 
優勝 栃 木 ９３０ 

 
準優勝 千 葉 ９００  
第３位 岩 手 ８９０  
第４位 山 形 ８７０  
第４位 長 野 ８７０  
第６位 奈 良 ８６０  
第６位 函 館 ８６０  
第６位 徳 島 ８６０  
第６位 愛 知 ８６０  

 

なお、当日の競技内容と問題（設問）の概要は次のとおりです。 
 
Ⅰ 実車競技問題 
 １年点検と不具合箇所の故障診断､測定､調整､修理を行なった 
 設定箇所【エンジン関係】 
  ①フユ－エルポンプリレ－の断線 
   （正常ダイアグコ－ド エンジンが始動しない） 
  ②クランク角センサ－系統の断線（異常ダイアグコ－ド） 
  ③スロットルセンサ－系統の断線（異常ダイアグコ－ド） 
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  ④吸気温センサ－系統の断線  （異常ダイアグコ－ド） 
  ⑤エアフロ－センサ－系統の断線（異常ダイアグコ－ド） 
  ⑥吸気圧力センサ－系統の断線 （異常ダイアグコ－ド） 
  ⑥オイルコントロ－ル系統の断線 
  ⑦エア－クリ－ナエレメントの穴あき 
  ⑧スパ－クプラグギャップの過大又は過少 
  ⑨駆動ベルトのゆるみ（ＡＣ又はオ－ルタネ－タ） 
  ⑩バッテリタ－ミナルのゆるみ 
 
 設定箇所【シャシ関係】 
  ①リヤランプ系統抵抗異常（ランプが暗い） 
  ②ブレ－キパイプ取り付けボルトゆるみ 
  ③スペアタイヤ空気圧不足 
  ④ワイパブレ－ド亀裂 
  ⑤マフラ－ハンガ－ラバ－亀裂 
  ⑥パ－キングブレ－キスイッチ取付け位置ずれ 
  ⑦運転席シ－トベルト警告灯系統の断線 
  ⑧ホ－ン本体異物噛込又調整不良 
  ⑨ル－ムランプ本体断線 
  ⑩ブレ－キ警告灯短絡 
 
 １年点検作業を行いながら測定する項目 
  ①ブレ－キペタルの遊び 
  ②ブレ－キパットの厚さ（左フロント） 
  ③ブレ－キライニングの厚さ（左リヤリ－デイングシュ－） 
  ④タイヤの残り溝の深さ 
  ⑤バッテリの比重（１槽） 
 
Ⅱ 基礎作業 
  下図の電気パネルの各点の電圧測定を行い不具合箇所を指摘する 
  ①回路１はダイオ－ドの作動点検と回路点検 
  ②回路２はＰＮＰトランジスタの作動点検と回路点検 
  ③回路３はＮＰＮトランジスタの作動点検と回路点検 
  ④回路４は上又は下の抵抗の変化とＢ点の電圧変化（分圧） 
   ☆表示抵抗値とパネルの抵抗体の抵抗値のずれ 
 

１４ 



   

 

 
Ⅲ アドバイザ－競技 
  ①入庫車両のデ－タ 
   初度登録       平成１５年１１月 
   有効期間の満了する日 平成１８年１１月１日 
   ２０００㏄ガソリンエンジン車 ＡＴ 
   走行距離３００００㎞ 
  ②お客様の申し出で 時々エンジンが始動しない時がある 
  ③問診 シフトレバ－をガチャガチャ動かすとスタ－タモ－タが回転 
      する事を確認する 
  ④推定故障原因の説明 インヒビタ－Ｓｗの故障（内部端子接触不良） 
  ⑤リサイクル料金に付いての質問あり 
  ⑥注意点 挨拶 専門用語を使わない 定期点検の勧誘 
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